
（第２案） 

 

声　　　明 

 

  令和７年11月９日に行われる予定の広島県知事選挙及び広島県議会議員補欠選挙に

臨み、これらの選挙が明るく正しく行われるために、次のことを強く推進することを

表明します。 

 

１　選挙の公正を確保するため、適正な選挙の管理執行を図る。 

２　明るく正しい選挙を実現するため、違反防止の指導及び違反取締りの徹底を期 

　する。 

 

　なお、候補者及びその関係者におかれては、事前運動、買収、その他の選挙に関す

る一切の選挙犯罪を排除され、法令の定める選挙のルールを厳守され、明るく正しい

選挙を実現される一方、有権者の皆さんも、一人ひとりが自覚をもって行動され、真

に主権者たる信念に基づいて正しい選挙が行われますよう、切望してやみません。 

 

　　令和７年10月17日 

 

　　　                                       広 島 地 方 検 察 庁       

 

      　　　                                 広 島 県 警 察 本 部       

 

            　　　                           広島県選挙管理委員会

 資 　料 　提　 供 

令和７年 10 月 16 日 

　課　名　選挙管理委員会事務局　 

　担　当　酒　井　　　 

　電　話　内線２６０５ 

　直通電話　082-513-2605

 

 

 


